
 

平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告 書 
 

一．本協会の管理運営に関する事項 
１．土地家屋調査士法施行規則に基づく諸手続 

平成３０年７月２６日 東調協発第７９号にて「会計年度終了に伴う報告書提出に

ついて」を東京法務局長宛提出 

２．運営の合理化 

(1) 定款の一部変更 

(2) 入会金及び会費に関する規則の一部改正 

(3) 入会及び退会等に関する事務取扱規程の一部改正 

(4) 業務取扱規程の一部改正 

(5) 会計処理規程の一部改正 

(6) 従たる事務所運営規程の一部改正 

(7) 支所運営規程の一部改正 

(8) 役員等の執務手続き及び役員等手当・旅費等の支給に関する事務規程の一部改正 

(9) 証明書交付規程の一部改正 

(10) 社員証に関する規程の一部改正 

(11) 組織財政等検討担当役員会同設置規程の制定 

 

二．会務一般に関する事項 
１．社員数及び異動状況 

期  首   平成３０年 ４ 月 １ 日   ４８５名 

                      １４法人 

期中入会者               １７名 

                     ２法人 

期中退会者               ３２名 

                     １法人 

内  訳   退  会       １５名 

                   １法人 

資格喪失       １７名 

期  末   平成３１年 ３ 月３１日   ４７０名 

                      １５法人 

２．本協会の機関 

役 員（定款第２４条） 

     理 事 １１名（うち役付理事：理事長１名、副理事長１名、常任理事３名） 

     監 事  ２名 

    理事会構成員（定款第３２条） 

     理事全員   １１名 

    常任理事会構成員（理事会等議事規程第１９条） 

     役付理事全員  ５名 

    理事会の業務分掌（事務処理規則第２条） 

     総務部  ３名  常任理事２名、理事１名 

業務部  ６名  常任理事１名、理事５名 

３．従たる事務所（定款第３９条、従たる事務所設置規則第１条） 

支所（定款第４０条、支所設置規則第１条） 

  ６従たる事務所 

２５支所 

（内訳は、別表「従たる事務所及び支所別社員数・異動状況」のとおり） 



４．事務局 

    事務局長   １名 

職  員   ４名 

５．会 議 

社 員 総 会                         １回 

理 事 会                        １２回 

部   会 

総務部会                        １０回 

業務部会                        １０回 

総務・業務部合同部会                   ２回 

    業務部勉強会                        ４回 

    期 末 監 査                         １回 

    支所長会議                         ２回 

    総会正副議長予定者との打合せ                １回 

    経理打合せ                         ７回 

組織財政等検討担当役員会同                 ９回 

各省連携地籍整備対応プロジェクト会議            ９回 

東京土地家屋調査士会・東京土地家屋調査士政治連盟・ 

           当協会との三会による意見交換会    １回 

公益社団法人札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会との打合せ  １回 

全国国土調査協会との打合せ                 １回 

 

 



 ６．出 向 

 
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

出 向 先 延 回 数 延理事数 備  考 

法務省 ３ ３ 業務打合せ 

東京法務局 本局・支局・出張所 ８ １７ 打 合 せ 

国土交通省 本省・各出先機関 ２ ３ 業務打合せ 

厚生労働省 本省・各出先機関 １ １ 〃 

東京都財務局 １ １ 〃 

東京都建設局 ６ ６ 〃 

東京都建設局第一建設事務所 ５ ５ 〃 

東京都建設局第二建設事務所 ８ ９ 〃 

東京都建設局第三建設事務所 ２ ２ 〃 

東京都建設局第四建設事務所 ２ ２ 〃 

東京都建設局第五建設事務所 ７ ７ 〃 

東京都建設局第六建設事務所 ４ ４ 〃 

東京都建設局北多摩南部建設事務所 ２ ２ 〃 

東京都建設局北多摩北部建設事務所 １ １ 〃 

東京都建設局南多摩東部建設事務所 ２ ２ 〃 

東京都建設局南多摩西部建設事務所 ３ ３ 〃 

東京都都市整備局第一市街地整備事務所 ３ ３ 〃 
東京都都市整備局第二市街地整備事務所 ２ ２ 〃 

東京都水道局 １ １ 〃 
東京都下水道局 １２ １２ 〃 
東京都下水道局流域下水道本部 ２ ２ 〃 

東京都産業労働局農業振興事務所 ２ ２ 〃 

東京都住宅供給公社 ４ ４ 〃 
東京都道路整備保全公社 １６ １６ 〃 

東京都都市づくり公社 ７ ７ 〃 

国立精神・神経医療研究センター ２ ２ 〃 

都市再生機構 １ １ 〃 

区 市 町 村 ４ ４ 〃 

山口県東京事務所 １ １ 〃 

東京都議会各会派 ２ ４ ヒアリング 

東京土地家屋調査士会 ３ ３ 総 会 ほ か 

東京土地家屋調査士政治連盟 ２ ２ 大   会 

他 協 会 １ ２ シンポジウム 

全法務省労働組合東京地本東京支部 ２ ２ 大 会 

公益社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 １ １ 総 会 

災害復興まちづくり支援機構 １ １ 総   会 

日本測量協会 １ １ 研 究 会 

東京財団政策研究所 １ １ 〃 

地籍問題研究会 ３ ９ 定例研究会 

発注業務対応 ４３ ５５  

一 般 会 務 １１４ １２０  

 



別 表 

従たる事務所及び支所別社員数・異動状況 

平成３１年３月３１日現在（単位：人） 

地 

区 

従たる事務所 

又は支所名 

期 首 期中異動社員数 期 末 

役員数 
備 

考 個人 法人 
増 減 

個人 法人 
個人 法人 個人 法人 

中 
 

央 

千代田・中央 １８ １ １ １ ３  １６ ２ ２  

文 京 １０  １    １１  １１  

港 ６    １  ５  １  

台 東 １０  １    １１  ７  

城 
 

東 

墨 田 １３ １ １    １４ １ ６  

江 東 １１      １１  ２  

足 立 ２４    １  ２３  ６  

江戸川 １４    １  １３  ３  

葛 飾 ５  １  １  ５  ３  

城 
 

西 

新 宿 １０    ２  ８  ３  

中 野 ２７  １ １ １  ２７ １ ５  

杉 並 ３０  １  ５  ２６  ３  

練 馬 ２８  １  ２  ２７  ６  

城 
 

南 

品 川 ３  １    ４  ３  

大 田 ３４ １ １  １  ３４ １ ８  

世田谷 ２６ ３ １ １ ４  ２３ ４ ９  

渋 谷 １１ ２ ３  １ １ １３ １ ６  

目 黒 １２      １２  ２  

城 
 

北 

板 橋 ９ １     ９ １ ３  

豊 島 ７    １  ６  ２  

北 １４      １４  ３  

荒 川 ５ １ ２  ２  ５ １ ３  

多 

摩 

東 

府 中 ２０      ２０  １２  

国分寺 ６ １    １ ６  ４  

調 布 １５ ２ １  ２  １４ ２ ４  

武蔵野 １２  １    １３  ２  

田 無 ３０ １     ３０ １ ４  

多 

摩 

西 

八王子 ３４    ２  ３２  ７  

町 田 １３    １  １２  ５  

立 川 １９  １  ２  １８  ３  

西多摩 ９    １  ８  ５  

合   計 ４８５ １４ １９ ３ ３４ ２ ４７０ １５ １４３  

※ 期中異動社員のうち、３名は従たる事務所及び支所間の移動 



三．事業計画に基づく業務執行状況 

 
本年も、地震災害、大型の台風等相次いで発生する自然災害の対策や東京オリンピ

ック・パラリンピックのインフラ整備の一環として、登記所備付地図作成作業や従た

る事務所又は支所が開発を進めている地籍調査事業の推進を、協会の重要な業務とし

て位置づけ、活動してきた。登記所備付地図作成作業が大都市型と従来型の二本が発

注され、当協会は大都市型の受注ができた。 
また、業務部で推進している官公署の代行業務に関しても諸官庁から打診が増えて

おり協会の業務として推進できると思われる。 
総務部では長期的な安定した協会にすべく組織財政等検討会同を組成し、早急に答

申を出すべく会同を行っている。 
 

１． 基 本 方 針 

基本方針１「大規模な官公署の発注に対応すべく、組織の強化、社員の育成と意識の

向上に努める。」 
  基本方針２「協会本部と従たる事務所及び支所との連携はもとより、各従たる事務所

・支所同士の連携の強化も図り業務の受託をより確実なものとする。」 

  基本方針３「官民代行業務等の推進を図る。」 
   
 
２． 部 門 計 画 

総 務 部 

総務担当 

(1) 協会運営の適正化及び組織の強化 

運営をより円滑にするべく昨年度に引き続き諸規則等を確認し、誤記や条文

の誤り等の修正、改正を進めた。 

(2) 協会制度の広報 

      協会のＨＰの内容変更を協議している。 

(3) 社員の帰属意識の向上 

社員台帳見直し・社員証の発行の実施をして、社員の業務円滑化、適正化を

図るとともに帰属意識の向上に努めた。 

支所長会議を通じて各従たる事務所長及び支所長への情報発信を行い、各社

員に対してもホームページの更新及びメール発信により速やかな伝達を行った。 

 (4) 個人情報保護の強化 

      研修及びＨＰ等を通じ個人情報保護の更なる強化をし、その徹底に努めた。 

(5) 従たる事務所設置の推進 

      従たる事務所への移行の対応を心掛けている。 

(6) 社員数の増強 

   東京土地家屋調査士会の登録証交付式に副理事長が列席し、新規登録会員に

本協会のＰＲを行い、引き続き当協会への加入を呼びかけた。 

(7) 「災害復興まちづくり支援機構」への参画 

      賛助会員として活動に参画した。 

   経理担当  

(1) 適正な経理事務の徹底 

現金預金出納帳により毎月の従たる事務所及び支所の収支を確認した。 

執務報告書・簡易執務報告書により、理事の軽微な執務も含めた執務量を確

認し、執務時間の適正化を図った。 

(2) 経理事務の効率化 

 現金預金出納帳により本部と従たる事務所及び支所間における予算消化率の 

明確化を図った。 



本部において従たる事務所及び支所の銀行口座を作成したことにより、経理

事務の効率化を図った。 

また、引き続き経理事務について顧問税理士に相談し効率化の検討をした。 

(3) 経費削減と予算管理の徹底 

従たる事務所及び支所からの予算要望に対して適正な支出となるように指導

し、引き続き予算要望書に対する従たる事務所及び支所への送金の適否を確認

する体制をとり、経費削減と予算管理を行った。 

公益目的支出計画の実施が完了したことにより、加入中の保険契約の見直し

など、引き続き今後の協会運営を考慮した経費削減と予算管理を検討した。 

(4) 適正な費用弁償率の検証 

 今年度の受託額を考慮し、適正な費用弁償率を経費の面から検討した。 

業 務 部 

(1) 従たる事務所及び支所との連携及び業務管理の強化 

支所長会議を開催し、連携、業務管理の強化に努めた。 

各支所長等、業務理事と連携し受託推進活動を行った。 

(2) 登記所備付地図作成作業及び地籍調査事業等の受託体制の確立  

地籍調査員養成講座を行い、作業従事者の拡充を図った。 

養成講座のビデオ撮影を行い、次年度より利用を開始することとした。 

登記所備付地図作成作業が同年度に２地区で入札公告され、受託対応の協議を

行った。 

江東区豊洲を落札し、江東支所を中心に作業を進めている。 

(3) 受託業務の迅速かつ適正処理の徹底 

業務担当の適正な配置を行い、より迅速な対応に努めた。 

(4) 競争入札への対応 

運用基準を基に競争入札に参加するとともに、入札公告において土地家屋調査

士法に抵触しているような疑義案件について情報収集を行った。その結果、５件

の疑義案件を東京土地家屋調査士会に報告した。 

  (5) 司法書士協会との協同活動 

 都市再生機構発注の大手町二丁目地区都市再開発法第 101 条登記等業務におい

て、司法書士協会との連携を行い、業務を完了した。また、引き続き司法書士協

会と連携し、虎ノ門二丁目地区病院棟都市再開発法第 101 条登記等業務を落札し

た。 




